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研究成果の概要（和文）：3 年+1 年にわたって研究会の開催や協議を通じ、この意欲的な分野

の先鞭をつけてきた。とりわけ立憲主義の問題は、わが国ではこの共同研究がきっかけになっ

て活性化したと言っても過言ではなく、わが国学界に最先端の論題を導入し、国際水準の議論

ができる基盤を作ったと自負している。それと旧来の機能主義の理論枠組みをどう接合するか

についても大きな展望が開けた。

研究成果の概要（英文）：For three plus additional one years, we have pioneered this
challenging field with research meetings of and consultations among the researchers in
charge. As regards the study in constitutionalism in particular, we believe that our group’s
research ignited the academic interest in it in Japan. Thus we believe that we have
introduced a cutting-edge theory here, and lay the foundation to engage in research at the
global level. We have also paved an innovative way as regards the methodology of
combining constitutionalism and functionalism
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１．研究開始当初の背景
まだ開拓途上にあった国際立憲主義論をわ
が国に根付かせ、それと機能主義論とをどう
接合するかを考究する必要性を感じた。それ
は同時に、次第に研究テーマが細分化し、巨
視的な理論研究が乏しくなりつつあったわ
が国の研究状況への危機感に根ざし、学界全
体の理論的活性化を志向するものでもあっ
た。

２．研究の目的
国際立憲主義の理論的基盤を明らかにし、そ
れと機能主義の異同を明らかにして両者を
接合し、国際法学の新境地を開くこと。とり
わけ国際立憲主義論については、まだその内
容すら正確には把握されていない時期であ
り、まずその内容を学界に周知させることを
目的とした。また、機能主義については、以
前から存在したせいもあり、内容が十分に知
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られているのように語られていたが、こと国
際法の世界に応用するとなると、その意味内
容は相当に不明確であったため、その基盤の
明確化という目的意識も抱いて発足した。

３．研究の方法
分担研究者・連携研究者各自の専門領域から
立憲主義ないし機能主義に関わる論題を選
び、この個別研究を付き合わせ、それら統合
するパラダイムを模索した。持ち寄った論題
は、国連安保理の権限規制から、国際労働機
関による労働者の権利保障、崩壊国家と保護
する責任、海賊規制、環境破壊と国家の義務、
条約解釈権限の所在など、実に多岐に及び、
それらがある種の serendipity を引き起こし
て、理論的に新たな視覚を産む効果を生んだ。
古典的な方法をとったが、その成果は十分に
革新的であった。

４．研究成果
論点整理および総合的枠組みについてはす
でに共同の結論が得られた。主たる合意点は、
立憲主義と機能主義がこれまで言われてい
たように、理論面でも実践面でも単純に二項
対立するものではなく、むしろ、国際法およ
び国際機構の各分野・各部門にわたって、相
互補完的に共存しているという点である。他
方、機能主義が昂進することの結果、いわゆ
る国際法の「断片化」が進み、立憲主義がそ
れを抑制する方向に働いたり、立憲主義的な
傾向が強まるとバランスを取るかのように
実践的な機能主義が働く場合も看取され、両
者の関係がさらに立体的に捉えられるよう
になった。こうした新境地開拓の努力の結果、
学会における関心も高揚させることができ
た。成果の共著の刊行も 2013 年度に予定し、
すでに出版社も内定して、着々と編集作業を
本格化させている。

５．主な発表論文等
（紙幅の都合上、全研究者の全業績を掲載す
るのは不可能なので、全期間にわたる記載は
研究代表者のみとし、他の研究者は最後の 2
年の分のみ記載する。）
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